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電柱や街路樹などに


貼り紙・看板・広告旗を表示することは、禁止されています。


許可が必要です





～美しい景観・暮らしやすいまちづくりのルールを守りましょう～


。














屋外に広告物を表示するには許可が必要な場合があります。


広告物を表示できない地域に、広告物を表示してはいけません。


広告物の高さや面積には、制限があります。


▲違法に表示されている広告物は撤去します。（金沢市屋外広告物条例）


　





【お問い合わせ】


金沢市都市整備局景観政策課


TEL　076-220-2364　





金沢市では、担当スタッフが毎日市内をパトロールし、違法な屋外広告物を撤去しています。


平成２０年度からは、休日・祝日もパトロールや撤去作業を行い、より美しい金沢のまちづくりに取り組みます。ご理解とご協力をお願いいたします。








屋　外　広　告　主　の　み　な　さ　ま　へ





広告物を表示できません！
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金沢市配布資料
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